仕　　　　様　　　　書
（令和８年度上半期 水産技術センター船舶燃料軽油単価契約）
１　種類　
　  船舶用ＪＩＳ１号軽油　（軽油引取税免税）
２　購入予定期間
　　令和８年４月１日～令和８年９月３０日
３　使用予定数量
(1) 給油量　　約５２，０００リットル（過去の実績をもとに算定）
(2) 給油回数　　約３０回、月３～５回程度給油
(3) 各船給油量　　１回当たり「新ひょうご」最大5,000㍑給油予定
　　　なお、上記数量は、予定数量であり、発注数量を確約するものではありません。
４　給油条件　

(1) 指定する日時及び場所において、常時給油が可能であること。

(2) 納入場所については、東播磨港（明石市二見町南二見地先）を予定していますが、調査・観測上のルート的に適している姫路港(飾磨港、妻鹿漁港)、室津漁港及び洲本港でも給油可能であること。

(3) 給油方法については、本船の係留場所において海上から給油船で給油するか、消防法の許可施設（船舶給油取扱所）での供給が可能であること。

(4) 給油船は重油の混入を防ぐため、軽油専用のタンクを用いること。

(5) 最大５，０００㍑の給油が可能であること。
５　契約条件
当初契約締結後１ケ月以内は原則として変更契約をしない。

６　事情変更
市場価格が著しく変動し、契約単価が不当と認められる場合は協議の上変更することがある。
(1) 変更契約の指標とする市場価格

変更契約の指標として、資源エネルギー庁が公表する給油所小売価格調査の価格（原則、前月最終週から当月第３週までの４週平均）を採用する。
積算方法は以下のとおりとし、各週の基準日は公表日とする。
（前月最終週から当月第３週までの４週平均の金額）÷４－32.1）÷1.1
※小数点第２位を四捨五入
なお、価格が公表されない週がある場合は当月第３週から過去４回の公表値を採用する。
　
※　軽油引取税は、その特別徴収義務者である特約店等が販売する場合は消費税の課税標準たる対価に含めないため、積算の際は軽油引取税額を差引後、消費税率＋１で割る。

　(2) 入札時の市場価格と落札額の差額

　　　上記で計算された市場価格に対し、入札月（３月）の平均市場価格（資源エネルギー庁が公表する給油所小売価格調査２月最終週から３月第３週までの４週平均）と落札金額の差額を差し引きする。

（資源エネルギー庁価格から差し引きする差額）※　小数点以下四捨五入。

落札価格○○○円－（(○○○.○＋○○○.○＋○○○.○＋○○○.○)÷4÷1.1－32.1）

＝＋○.○円≒±○円

　(3) 変更

　　　(1) に(2)の差額を加算した額と前月の契約単価を比較して３円以上（税抜）の値動きがあった場合には当月１日に遡及して変更契約を行う。
７　その他

　　令和７年度単価契約状況　〔令和７年１月３１日現在〕
　　　令和７年　４月１日～　５月３１日　　　　　１１２．０円/㍑（消費税・軽油引取税含まず）

　　　令和７年　６月１日～　９月３０日　　　　　１０２．２円/㍑（消費税・軽油引取税含まず）
　　　令和７年１０月１日～１０月３１日　　　　　１０９．０円/㍑（消費税・軽油引取税含まず）
　　　令和７年１１月１日～１１月３０日　　　　　１０５．８円/㍑（消費税・軽油引取税含まず）
　　　令和７年１２月１日～１２月３１日　　　　　１００．７円/㍑（消費税・軽油引取税含まず）
　　　令和８年　１月１日～　 現　在 　　　　　　　９７．６円/㍑（消費税・軽油引取税含まず）
（裏面に続く）

